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※ 本ガイド中、＜ ＞は、生産性要件を満たした場合の額を示す。 
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主な労働関係助成金フロー表 

従業員を 

 

育成したい キャリアアップ助成金 
（人材育成コース） 

従業員の 

健康を 

増進したい 

従業員 
に訓練を 
受けさせる 
場合 

正規 
雇用労働者 
向け 

非正規 
雇用労働者 
向け 

人材開発支援助成金 
（一般訓練or特定訓練コース） 

従業員の 
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職場環境を 
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機器等整備＋勤務間インター 
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正社員等に登用する 
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キャリアアップ助成金 
（正社員化コース） 

基本給を増額する場合 
キャリアアップ助成金 
（賃金規定等改定コース） 

正社員と共通の賃金規
定を作成する場合 

キャリアアップ助成金 
（賃金規定等共通化コース） 

社会保険加入＋基本給
を増額する場合 

キャリアアップ助成金 
（選択的適用拡大導入時処遇改善コース） 
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会保険に加入する場合 

キャリアアップ助成金 
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１．人材開発支援助成金 



中小企業などで従業員のキャリア
形成を支援する 

人材開発支援助成金（特定訓練コース） 

以下の訓練を実施した事業主または事業主団体等へ助成。 
 ・生産性向上に直結する訓練 
 ・採用後５年以内で、３５歳未満の若年労働者へ実施する訓練 
 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練または認定職業訓練 
 ・海外関連業務に従事する労働者の人材育成のための訓練 
 ・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 
 ・中高年齢（４５歳以上）新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練 

主な受給要件 
１．事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して下記の要件にすべて 
該当する訓練を実施するための「年間職業能力開発計画」を作成して管轄の労働局に提出する 
こと 

２．Off-JTにより実施される訓練であること 
３．職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること 
４．１０時間以上の訓練を実施したこと  など 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 訓練実施の１か月前  

支給申請 訓練終了後２か月以内 

どこに 都道府県労働局 若しくはハローワーク 

なにを 
計画申請 訓練実施計画届など  

支給申請 支給申請書など  

主な支給内容 

対象 企業規模 支給額 

賃金助成 
中小企業  １時間あたり７６０円＜９６０円＞ 

中小企業以外  １時間あたり３８０円＜４８０円＞ 

訓練経費助成 
中小企業  実費相当額の４５％（※１） 

中小企業以外  中小企業以外３０％（※２） 

ＯＪＴ実施助成 
中小企業  １時間あたり６６５円＜８４０円＞ 

中小企業以外  １時間あたり３８０円＜４８０円＞ 

※１．生産性要件を満たす場合ま
たは特定分野認定実習併用職業
訓練の場合は６０％、生産性要件
を満たし、かつ、特定分野認定実
習併用職業訓練の場合は７５％ 

※２．生産性要件を満たす場合ま
たは特定分野認定実習併用職業
訓練の場合は４５％、生産性要件
を満たし、かつ、特定分野認定実
習併用職業訓練の場合は６０%） 
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＊若者雇用促進法に基づく認定事
業主は更に優遇助成の適用 



中小企業で従業員のキャリア形成
を支援する 

人材開発支援助成金（一般訓練コース） 

特定訓練コース以外の訓練を実施した中小企業事業主または事業主
団体等へ助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 訓練実施の１カ月前  

支給申請 訓練終了後２カ月以内 

どこに 都道府県労働局 若しくはハローワーク 

なにを 
計画申請 訓練実施計画届など   

支給申請 支給申請書など  

１．事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して下記 
の要件にすべて該当する訓練を実施するための「年間職業能力開発計画」を作成 
して管轄の労働局に提出すること 

２．Off-JTにより実施される訓練であること 
３．職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること 
４．特定訓練コース以外の２０時間以上の訓練を実施したこと  など 

対象 支給額 

賃金助成 １時間あたり３８０円＜４８０円＞ 

訓練経費助成 実費相当額の３０%＜４５％＞ 

4 

＊若者雇用促進法に基づく認定事
業主は更に優遇助成の適用 



中小企業で従業員のキャリア形成
を支援する 

人材開発支援助成金（キャリア形成支援制度導入コース） 

 以下の制度を導入・実施した事業主に対して助成。 
  ・セルフ・キャリアドック制度 
  ・教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度 

主な受給要件 

主な支給内容 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 制度導入の１カ月前  

支給申請 制度実施後６カ月経過後２カ月以内 

どこに 都道府県労働局  

なにを 
計画申請 制度導入・適用計画届など  

支給申請 支給申請書など  

１．雇用保険適用事業主であること 
２．労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき、人材育成制度を新  
たに導入し、その制度を雇用する被保険者に実施した事業主であること 

３．労働組合などの意見を聴取し、事業内職業能力開発計画を作成し、雇 
用する被保険者に周知していること 

４.  職業能力開発推進者を選定していること など 

対象 支給額 

制度導入助成   
４７．５万円＜６０万円＞ 

（※業界検定制度は経費助成 ２／３） 
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中小企業で従業員のキャリア形成
を支援する 

人材開発支援助成金（職業能力検定制度導入コース） 

以下の制度を導入・実施した中小企業事業主（業界検定制度は事業
主団体等）に助成。 
  ・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度 
  ・社内検定制度 
  ・業界検定制度 

主な受給要件 

主な支給内容 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 制度導入の１カ月前  

支給申請 制度実施後６カ月経過後２カ月以内 

どこに 都道府県労働局 若しくはハローワーク 

なにを 
計画申請 制度導入・適用計画届など  

支給申請 支給申請書など  

１．雇用保険適用事業主であること 
２．労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき、人材育成制度を新たに導入し、 
その制度を雇用する被保険者に実施した事業主であること 

３．労働組合などの意見を聴取し、事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する被 
保険者に周知していること 

４.  職業能力開発推進者を選定していること など 

対象 支給額 

制度導入助成   
４７．５万円＜６０万円＞ 

（※業界検定制度は経費助成 ２／３） 
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２．キャリアアップ助成金 



有期契約労働者等の正規雇用への
転換を支援する 

キャリアアップ助成金（正社員化コース） 

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事
業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用したこと 

受給のための手続き 

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合 
   ①③ 1人あたり２８．５万円＜３６万円＞（中小企業以外も同額）加算 
※ 対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 
  若者雇用促進法に基づく認定事業主が３５歳未満の場合 
    １人あたり ① ９．５万円＜１２万円＞（中小企業以外も同額）加算 
          ②③ ４．７５万円＜６万円＞（中小企業以外も同額）加算 
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 
   ①③ 1事業所あたり ９．５万円＜１２万円＞（中小企業以外 ７．１２５万円＜９万円＞）加算 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク  

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書 

支給申請 支給申請書など  

※ 正規雇用等への転換または直接雇用後６カ月分の賃金を支給した日。 

対象 企業規模 支給額 

①有期→正規   
中小企業  １人あたり ５７万円＜７２万円＞ 

中小企業以外  １人あたり ４２．７５万円＜５４万円＞ 

②有期→無期 
中小企業  １人あたり ２８．５万円＜３６万円＞ 

中小企業以外  １人あたり ２１．３７５万円＜２７万円＞ 

③無期→正規 
中小企業  １人あたり ２８．５万円＜３６万円＞ 

中小企業以外  １人あたり ２１．３７５万円＜２７万円＞ 
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有期契約労働者等の企業内での
キャリアアップを支援する 

キャリアアップ助成金（人材育成コース） 

有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．有期契約労働者等に一般職業訓練または有期実習型訓練を実施したこと 

受給のための手続き 

※訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度 
 
【一般職業訓練、 有期実習型訓練 】 
      １００時間未満            １０万円（中小企業以外７万円） 
               １００時間以上２００時間未満  ２０万円（中小企業以外１５万円） 
               ２００時間以上             ３０万円（中小企業以外２０万円） 
    （有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合） 
     １００時間未満           １５万円（中小企業以外１０万円） 
               １００時間以上200時間未満  ３０万円（中小企業以外２０万円） 
               ２００時間以上             ５０万円（中小企業以外３０万円） 
 
【OJT 訓練実施助成】 １時間あたり７６０円＜９６０円＞（中小企業以外６６５円＜８４０円＞） 

いつ 
訓練計画 

訓練開始日の前日から１カ月前まで 
（事前にキャリアアップ計画が提出されている
こと）  

支給申請 訓練修了日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク  

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書、訓練計画届など 

支給申請 支給申請書など  

対象 企業規模 支給額 

Off-JT 賃金助成  
中小企業  １時間あたり ７６０円＜９６０円＞ 

中小企業以外  １時間あたり ４７５円＜６００円＞ 

Off-JT 訓練 
経費助成 

中小企業 
 実費助成（※） 中小企業以外 
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有期契約労働者等の賃金引上げの取組を支援する 

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース） 

有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った事業主
に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成
し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．すべてまたは（雇用形態別や職種別など）一部の有期契約労働者等の基本
給の賃金規定等を２％以上増額改定し、昇給したこと 

受給のための手続き 

※中小企業において３％以上増額改定を行った場合 
   ・すべての賃金規定等改定 １人あたり１．４２５万円＜１．８万円＞加算 
   ・一部の賃金規定等改定 １人あたり０．７６万円＜０．９６万円＞加算 
 ※「職務評価」の手法の活用により実施した場合  
  １事業所あたり１９万円＜２４万円＞（中小企業以外は１４．２５万円＜１８万円＞）加算 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク  

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書  

支給申請 支給申請書など  

※ 増額改定後の賃金に基づき６カ月分の賃金を支給した日。 

対象 企業規模 支給額 

すべての有期契
約労働者等の
賃金規定等を増
額改定した場合 

中業企業 
 １～３人  ９．５万円＜１２万円＞、４～６人  １９万円＜２４万円＞ 
 ７～１０人 ２８．５万円＜３６万円＞ 
 １１～１００人 １人あたり２．８５万円＜３．６万円＞ 

中小企業
以外 

 １～３人  ７．１２５万円＜９万円＞、４～６人 １４．２５万円＜１８万円＞ 
 ７～１０人 １９万円＜２４万円＞ 
 １１～１００人 １人あたり１．９万円＜２．４万円＞ 

一部の賃金規
定等を増額改定
した場合 

中小企業 
 １～３人  ４．７５万円＜６万円＞、４～６人  ９．５万円＜１２万円＞ 
 ７～１０人 １４．２５万円＜１８万円＞ 
 １１～１００人 １人あたり１．４２５万円＜１．８万円＞ 

中小企業
以外 

 １～３人  ３．３２５万円＜４．２万円＞、４～６人  ７．１２５万円＜９万円＞ 
 ７～１０人 ９．５万円＜１２万円＞ 
 １１～１００人 １人あたり０．９５万円＜１．２万円＞ 
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有期契約労働者等の健康診断制度
の導入促進を支援する 

キャリアアップ助成金（健康診断制度コース） 

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、
実施した事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成
し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 
４人以上に実施したこと 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 取組実施日まで  

支給申請 基準日（※）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書  

支給申請 支給申請書など  

※ 健康診断等をのべ４人以上に実施した日。 

企業規模 支給額 

中小企業  １事業所あたり３８万円＜４８万円＞ 

中小企業以外 １事業所あたり２８．５万円＜３６万円＞ 
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有期契約労働者等と正規雇用労働者の
共通の賃金規定等の整備を支援する 

キャリアアップ助成金（賃金規定等共通化コース） 

有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに
規定し、適用した事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．労働協約又は就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正
規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用する
こと 

３．当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者等についてそ 
れぞれ３区分以上設け、かつ、同一の区分を２区分以上設け適用し、同一区分 
に対象労働者が格付けされていること 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書  

支給申請 支給申請書など  

※ 賃金規定等共通化後の賃金に基づき６カ月分の賃金を支給した日。 

企業規模 支給額 

中小企業  １事業所あたり57万円＜72万円＞ 

中小企業以外 １事業所あたり42.75万円＜54万円＞ 
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有期契約労働者等と正規雇用労働者の
共通の諸手当制度の整備を支援する 

キャリアアップ助成金（諸手当制度共通化コース） 

有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規
定・適用した事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適 
用したこと 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書  

支給申請 支給申請書など  

※ 諸手当制度共通化後の規定に基づき６カ月分の賃金を支給した日。 

企業規模 支給額 

中小企業  １事業所あたり３８万円＜４８万円＞ 

中小企業以外 １事業所あたり２８．５万円＜３６万円＞ 
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短時間労働者の賃金の引上げ支援に
より、社会保険の加入を推進する 

キャリアアップ助成金 
（選択的適用拡大導入時処遇改善コース）（Ｐ） 

積極的に社会保険の適用拡大を行う従業員５００人以下の企業におい
て、短時間労働者の賃金の引上げを実施した事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．労使合意に基づく適用拡大導入時に、新たに社会保険が適用され保険料負担 
が生じる有期契約労働者等の賃金を一定の割合で引き上げたこと 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※１）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局（※２） 

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書 

支給申請 支給申請書など 

※１ 引上げ後の賃金に基づき６カ月分の賃金を支給した日。 
※２ 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。  

賃金引上げ割合 企業規模 支給額 

３％以上 
中小企業 １９，０００円＜２４，０００円＞ 

中小企業以外 １４，２５０円＜１８，０００円＞ 

５％以上 
中小企業 ３８，０００円＜４８，０００円＞ 

中小企業以外 ２８，５００円＜３６，０００円＞ 

７％以上 
中小企業 ４７，５００円＜６０，０００円＞ 

中小企業以外 ３３，２５０円＜４２，０００円＞ 

10％以上 
中小企業 ７６，０００円＜９６，０００円＞ 

中小企業以外 ５７，０００円＜７２，０００円＞ 

14％以上 
中小企業 ９５，０００円＜１２０，０００円＞ 

中小企業以外 ７１，２５０円＜９０，０００円＞ 
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短時間労働者の週所定労働時間を延長し、
社会保険加入を推進する 

キャリアアップ助成金 
（短時間労働者労働時間延長コース） 
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した事業
主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること 

２．雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を５時間以上延長また
は賃金規定等改定コースもしくは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併
せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を１時間以上５
時間未満延長し、新たに社会保険に適用したこと 

受給のための手続き 

いつ 
実施計画 取組実施日まで 

支給申請 基準日（※１）の翌日から２カ月以内 

どこに 都道府県労働局（※２） 

なにを 
認定申請 キャリアアップ計画書  

支給申請 支給申請書など  

※ 「賃金規定等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて 
労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を１時間以上５時間未満延長し 
た場合の１人あたりの支給額。（ ）内は中小企業以外の支給額。 
１時間以上２時間未満 ３８，０００円＜４８，０００円＞ （２８，５００円＜３６，０００円＞） 

  ２時間以上３時間未満 ７６，０００円＜９６，０００円＞ （５７，０００円＜７２，０００円＞） 
  ３時間以上４時間未満 １１．４万円＜１４．４万円＞ （８５，５００円＜１０．８万円＞） 
  ４時間以上５時間未満 １５．２万円＜１９．２万円＞ （１１．４万円＜１４．４万円＞） 

※１ 労働時間延長後６カ月分の賃金を支給した日。 
※２ 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。  

対象 企業規模 支給額 

週所定労働時間を５時
間以上延長した場合 

中小企業 １人あたり１９万円＜２４万円＞ 

中小企業以外 １４．２５万円＜１８万円＞ 
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３．職場定着支援助成金 



雇用管理制度の導入を通じて従業員の離職率低下
に取り組む事業主を支援する 

職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース） 

雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター
制度、短時間正社員制度）の導入を通じて従業員の離職率の低下に
取り組む事業主に対して助成する。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．労働協約または就業規則の変更により、通常の労働者に対する雇用管理制 
度（以下、①～⑤）を新たに導入すること（制度導入助成） 
①評価・処遇制度、②研修制度、③健康づくり制度、④メンター制度、 
⑤短時間正社員制度（保育事業主のみ） 

２．制度整備計画期間終了後の一定期間経過後に離職率低下目標を達成するこ 
と（目標達成助成） 

受給のための手続き 

対象 支給額 

制度導入助成 
各１０万円 

 （①評価・処遇制度 ②研修制度 ③健康づくり制度 
 ④メンター制度、⑤短時間正社員制度（保育事業主のみ）） 

目標達成助成（※） ５７万円＜７２万円＞ 

いつ 

制度整備計画 
計画開始日の６か月前から１か月前の
日の前日 

支給申請（制度導入助成） 計画期間終了の日の翌日から２か月間 

支給申請（目標達成助成） 
計画期間終了の日の翌日から起算して
１２ヶ月経過する日から２か月間 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
制度整備計画など 

支給申請書など 

※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

17 



賃金制度の整備を通じて従業員の離職率低下に取り組む
保育事業主を支援する 

職場定着支援助成金（保育労働者雇用管理制度助成コース） 

賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む保育事業
主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

受給のための手続き 

対象 支給額 

制度整備助成  ５０万円 

目標達成助成（※） 第1回：５７万円＜７２万円＞ 

目標達成助成（※） 第2回：８５．５万円＜１０８万円＞ 

いつ 

制度整備計画 
計画開始日の６か月前から１か月前の日
の前日 

支給申請（制度整備助成） 計画期間終了の日の翌日から２か月間 

支給申請（目標達成助成 
（１回目）） 

計画期間終了の日の翌日から起算して１
２ヶ月経過する日から２か月間 

支給申請（目標達成助成 
（２回目）） 

計画期間終了の日の翌日から起算して３
６ヶ月経過する日から２か月間 
 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
制度整備計画など 

支給申請書など 

１．保育事業主であること 
２．労働協約または就業規則の変更により、保育労働者に対する賃金制度を整 
備すること（制度整備助成） 

３．賃金制度整備計画期間終了後の一定期間経過後に離職率低下目標を達成 
すること（目標達成助成） 

 

※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

18 



賃金制度の整備を通じて従業員の離職率低下に取り組む
介護事業主を支援する 

職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成コース） 

賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業
主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．介護事業主であること 
２．労働協約または就業規則の変更により、介護労働者に対する賃金制度を整備 
すること（制度整備助成） 

３．賃金制度整備計画期間終了後の一定期間経過後に離職率低下目標を達成 
すること（目標達成助成） 

受給のための手続き 

対象 支給額 

制度整備助成 ５０万円 

目標達成助成（※） 第1回：５７万円＜７２万円＞ 

目標達成助成（※） 第2回：８５．５万円＜１０８万円＞ 

いつ 

制度整備計画 
計画開始日の６か月前から１か月前の日
の前日 

支給申請（制度整備助成） 計画期間終了の日の翌日から２か月間 

支給申請（目標達成助成
（１回目）） 

計画期間終了の日の翌日から起算して１
２ヶ月経過する日から２か月間 

支給申請（目標達成助成
（２回目）） 

計画期間終了の日の翌日から起算して３
６ヶ月経過する日から２か月間 
 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを 
制度整備計画など 

支給申請書など 

※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 
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介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率低下 
に取り組む介護事業主を支援する 

職場定着支援助成金（介護福祉機器助成コース） 

介護労働者の身体的負担を軽減するため、新たな介護福祉機器の導
入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して
助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．介護事業主であること 
２．認定された導入・運用計画に基づき機器を導入し、介護労働者の雇用管理改 
善に努めていること（機器導入助成） 

３．導入・運用計画期間終了１年経過後に、介護労働者の離職率に関する目標を 
達成していること（目標達成助成） 

受給のための手続き 

いつ 

計画 
計画開始日の６か月前から１か月前の
日の前日 

支給申請（機器導入助成） 計画期間終了の日の翌日から２か月間 

支給申請（目標達成助成） 
計画期間終了の日の翌日から起算して
１２ヶ月経過する日から２か月間 

どこに 都道府県労働局若しくはハローワーク 

なにを  
 導入・運用計画など 

 支給申請書など 

対象 支給額 

機器導入助成   支給対象費用の２５％（上限１５０万円） 

目標達成助成  支給対象費用の２０％＜３５％＞（上限１５０万円） 

※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 
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４．業務改善助成金 



事業場内の最低賃金を引き上げる 
中小企業事業主を支援する 

業務改善助成金 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金
を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、その設備
投資などにかかった費用の一部を助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．事業場内最低賃金が適用される労働者の賃金を一定額以上引き上げること 
２．生産性向上のための設備・器具の導入などを行うこと 

受給のための手続き 

いつ 
 実施計画  事業実施の１か月前 

 支給申請  交付額確定通知後 

どこに  都道府県労働局 

なにを 
 実施計画  交付申請書など 

 支給申請  支払請求書など 

事業場内最低賃
金の引き上げ額 

助成率 助成の上限額 助成対象事業場 

３０円以上 

７／１０＜３／４＞ 
（常時使用する労働者
数が企業全体で３０人
以下の事業場は３／４
＜４／５＞） 

５０万円 
 事業場内最低賃金が 
 ７５０円未満の事業場 

４０円以上 ７０万円 
 事業場内最低賃金が 
 ８００円未満の事業場 

６０円以上 １００万円 
 事業場内最低賃金が 
 １０００円未満の事業場 

９０円以上 １５０万円  事業場内最低賃金が 
 ８００円以上１０００円 
 未満の事業場 １２０円以上 ２００万円 
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５．両立支援等助成金 



女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む 
事業主を支援する 

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース） 

女性活躍推進法に基づいて行動計画に女性の活躍に関する取組目
標、数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り
組み、目標を達成した事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．自社の女性の活躍状況の把握・課題分析を踏まえた一般事業主行動計画を 
策定したこと 

２．一般事業主行動計画等を厚生労働省ＨＰ「女性の活躍推進企業データベー 
ス」に掲載したこと 

３．一般事業主行動計画に定めた取組目標、数値目標を達成したこと 
 
【助成対象となる目標類型】 
○女性の積極採用に関する目標、○女性の配置・育成・教育訓練に関する目標 
○女性の積極登用・評価・昇進に関する目標、○多様なキャリアコースに関する目標 

受給のための手続き 

いつ  支給申請  各目標達成日の翌日から２か月以内 

どこに  都道府県労働局 

なにを  支給申請書など 

対象 支給額 利用限度 

中小企業 中小企業以外 

 取組目標の達成時 ２８．５万円<３６万円> － １企業１回 

 数値目標の達成時 ２８．５万円<３６万円> － 

１企業１回 
 女性管理職比率が 
 一定の基準以上 

４７．５万円<６０万円> ２８．５万円<３６万円> 

24 



６．職場意識改善助成金 



従業員の健康確保のため職場環境の整備等に取り組む 
事業主を支援する 

職場意識改善助成金（勤務間インターバル導
入コース） 
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の
抑制に向けた勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施
に要した費用の一部を中小企業事業主に対して助成。 

主な受給要件 

主な支給内容 

１．事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が 
 ９時間以上の勤務間インターバル（※１）を導入すること 
２．設備・器具の導入などの取り組みを行うこと 
３．成果目標（※２）を達成すること 
※１．休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間
を確保することを定めているもの」を指します。 
※２．新規導入、適用範囲の拡大、若しくは時間延長 

受給のための手続き 

いつ 

 改善事業  改善事業実施前、平成２９年１２月１５日まで 

支給申請 
改善事業完了日から１か月又は平成３０年２月末日

のいずれか早い日まで 

どこに  都道府県労働局 

なにを 
事業実施承認書 事業実施承認申請書など 

支給申請 支給申請書、事業実施結果報告書など 

休息時間数  

支給額 

「新規導入」に該当する取

組がある場合 

「適用範囲の拡大」又は「時

間延長」に該当する取組があ

る場合 

 ９時間以上11時間未満 ４０万円 ２０万円 

 １１時間以上 ５０万円 ２５万円 
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７．その他の助成金 



【労働関係助成金_フロー表】

受動喫煙防止

業種別中小企業団体
の生産性向上の取組

労働時間等の設定改善

高齢者
雇用環境整備・
有期契約⇒無期雇用

労働者のための雇用
環境改善

賃上げ
設備投資・最低賃金
引き上げ

育児・介護

障害者 能力開発・向上

現状の規模を維持 全般 労働環境の向上 雇用管理制度の導入

建設業 能力開発・向上

雇用の維持・確保
事業規模縮小を余儀
なくされている

そのまま雇用は維持

非正規雇用労働者

人事評価制度と賃金
制度を整備

労働生産性の向上 全般 正社員 職業訓練

人的サポート必要

安定的就職が困難な
求職者を試行雇用

高齢者

障害者 インフラ整備必要

積雪・寒冷の地域で雇
用

季節労働者⇒通年雇
用

高齢者・障害者・被災
者を社員として雇用

高齢者・障害者・被災
者

雇用者機会の創出 新規雇用
雇用機会が不足して
いる地域で雇用

目的・対象など

（失業なき）労働移動
事業規模縮小を余儀
なくされている

再就職を支援



■労働移動支援助成金

■地域雇用開発助成金

■通年雇用奨励金

■特定求職者雇用開発
　 助成金

■生涯現役起業支援助成金

■中小企業障害者多数雇用
　 施設設置等助成金

■障害者雇用安定奨励金

■障害者職業能力開発
　 助成金

■トライアル雇用奨励金

■人材開発支援助成金

■雇用調整助成金

■職場定着支援助成金

■人事評価改善等助成金

■職場意識改善助成金

■業務改善助成金

■キャリアアップ助成金

■建設労働者確保育成助成金

■業種別中小企業団体
　 助成金

■65歳超雇用推進助成金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、民
間の職業紹介事業者に委託等により再就職の実現支援を行う事業主
に対して助成

・再就職支援コース　　　　　   　・早期雇入れ支援コース(※）
・人材育成支援コース（※）　　 ・移籍人材育成支援コース(※）
・中途採用拡大コース

高年齢者（60歳以上65歳未満）や障害者などの就職が特に困難な者
を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い
入れた事業主に対して助成

■受動喫煙防止対策
　 助成金

■両立支援等助成金

助成金名
（下線部 … 生産性要件の対象）

高年齢者の活用促進のため雇用環境を整備する事業主等に対して助
成

生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額
以上引き上げた事業主に対し設備費用の一部を助成

・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者雇用環境整備支援コース
・高年齢者無期雇用転換コース

・特定就職困難者コース　　　　　　・生涯現役コース
・被災者雇用開発コース　　　　　　・障害者初回雇用コース
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・三年以内既卒者等採用定着コース
・長期不安定雇用者雇用開発コース
・生活保護受給者等雇用開発コース

障害者の能力開発等のために能力開発訓練事業を行う事業主に対し
て助成

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、
教育訓練、出向によって労働者の雇用維持を図る事業主に対して助成

建設労働者の雇用改善、技能向上を行う中小建設事業主等に対して
助成（労働環境の向上を目的としたコースも含まれる）。

コース詳細
（下線部 … 生産性要件の対象）

概要

労働者のキャリア形成を促進するため、労働者に対して職務に関連し
た専門知識および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に
沿って実施した場合や制度の導入および適用をした際に、訓練経費や
訓練期間中の賃金の一部などを助成

障害者の雇入れとともに、業務に必要な援助や指導を行う者を配置す
る事業主等に対して助成

・障害者職場定着支援コース
・障害者職場適応援助コース
・障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース

･特定訓練コース
・一般訓練コース
・キャリア形成支援制度導入コース
・職業能力検定制度導入コース

いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進す
る取り組みを実施した事業主に対して助成

・事業所内保育施設コース　　・出生時両立支援コース
・介護離職防止支援コース　　・育児休業等支援コース
・再雇用者評価処遇コース　　・女性活躍加速化コース

雇用機会の不足する地域等で、事業所の設置や創業を通じ地域求職
者等の雇入れを行った事業主に対し助成

・地域雇用開発コース
・沖縄若年者雇用促進コース

北海道等、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した
事業主に対して助成

中高年齢者が起業によって、中高年齢者の雇入れを伴う雇用機会の
創出した場合に助成

障害者の雇入れ計画を作成し、障害者10人以上の雇用とともに必要な
施設・設備等を設置・整備する中小企業事業主に対して助成

対象業種の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と
賃金底上げを図るための環境整備に取り組む費用を助成

ハローワーク等を通じ、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が
困難な求職者を一定期間試行雇用した場合に助成

生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じ
て、生産性向上を図り、賃金アップと離職率の低下を実現した事業主に
対して助成

職場の受動喫煙防止対策を行う中小企業事業主に対して、費用の一
部を助成

職業生活と家庭生活を両立させるための制度導入や事業内保育施設
の設置・運営、女性活躍促進のための取組を行う事業主に対して助成

魅力ある職場作りのための労働環境の向上等を図る事業主等に対し
て助成

・一般トライアルコース　　　・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース

・正社員化コース　　　　　　　　・人材育成コース
・賃金規定等改定コース　 　　・健康診断制度コース
・賃金規定等共通化コース  　 ・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

・雇用管理制度助成コース　　　　　・介護福祉機器助成コース
・介護労働者雇用管理制度助成コース
・保育労働者雇用管理制度助成コース
・中小企業団体助成コース

・認定訓練コース　　・技能実習コース
・雇用管理制度助成コース
・登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース
・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
・若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース
・建設広域教育訓練コース　　・作業員宿舎等設置助成コース
・女性専用作業員施設設置助成コース

所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進その他労働時間等の設
定の改善を図る中小企業事業主に対して、費用の一部を助成

・職場意識改善コース　　・所定労働時間短縮コース
・時間外労働上限設定コース　　・勤務間インターバル導入コース
・テレワークコース

生産性要件とは、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」の伸

び率が、その３年前に比べて、①６％以上、又は②１％以上６％未満であること。
（ただし、②の場合は、都道府県労働局が申請企業の成長性等に関して金融機関に照会して判定）

（計算式）

生産性＝
営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産・不動産賃貸料＋租税公課

雇用保険被保険者数

※印のコースは、生産性要件を成長性要件の中の一要件としています。



＜助成金のお問い合わせ先＞

三重労働局
〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎
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人材開発支援助成金 職業安定部
キャリアアップ助成金 職業対策課
職場定着支援助成金 Tel 059-226-2111

Fax 059-227-4331

業務改善助成金 雇用環境・均等室
両立支援等助成金
職場意識改善助成金 Tel 059-261-2978

Fax 059-228-2785

Memo


